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第１章 計画の策定に当たって 
 

I 計画策定の背景 
 
１ 超⾼齢社会への適応 

2023年10⽉1⽇現在、我が国の65歳以上の⾼齢者⼈⼝は3,622万⼈、総⼈⼝に
占める割合（⾼齢化率）は約29％となっています。 

認定率（第1号被保険者数に占める要⽀援・要介護認定者数の割合）が⾼くなる
75歳以上の後期⾼齢者⼈⼝を⾒ると、団塊の世代全てが後期⾼齢者となっている
2025年には2,155万⼈となる⾒込みです。以降も、総⼈⼝及び⽣産年齢⼈⼝の減
少が続き、2040年にはいわゆる団塊ジュニア世代が65歳以上になっているなど、
⼈⼝の⾼齢化は今後更に進展することが⾒込まれています。 

また、⾼齢者世帯に占める単⾝・夫婦のみ世帯の割合の上昇や、2025年には65
歳以上の5⼈に1⼈が認知症となる⾒込みなど、⽀援や介護に対するニーズは、⼀
層、拡⼤するとともに多様化・複雑化していくことが予想されます。 

本市においても、全国同様に、⽣産年齢⼈⼝の減少や後期⾼齢者⼈⼝の増加が
進み、2040年には⾼齢化率が3割を超えると⾒込んでいます。 

 
図表1 - 1 全国の後期⾼齢者数等の推移  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
出典）国⽴社会保障・⼈⼝問題研究所︓⽇本の将来推計⼈⼝（令和５年推計、出⽣中位(死亡中位)推計） 
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２ 地域共⽣社会の実現 

我が国では、超⾼齢社会に適応するため、地域包括ケアシステムを地域の実情
に応じて深化・推進してきたことに加え、包括的な⽀援体制の構築等の社会福祉
基盤の整備と合わせて⼀体的に取り組むことで、地域共⽣社会（あらゆる制度・
分野の枠や、「⽀える側」、「⽀えられる側」という従来の関係を超えて、⼈と⼈、
⼈と社会がつながり、⼀⼈ひとりが⽣きがいや役割を持ち、助け合いながら暮ら
していくことのできる包摂的な社会）の実現を図っています。 

そのために、⾼齢者の社会参加の促進、介護予防・健康づくりの充実、認知症
施策の推進、介護⼈材の確保、総合的な相談⽀援体制などが必要となっています。 

特に、認知症施策については、「認知症施策推進⼤綱」（2019年6⽉）が取りま
とめられ、「共⽣社会の実現を推進するための認知症基本法」（2023年6⽉）が
2024年1⽉に施⾏されています。これらの⼤綱や法律に沿って、認知症の⼈がで
きる限り住み慣れた地域で⾃分らしく暮らし続けることができる社会の実現を⽬
指すことが求められています。 

また、新型コロナウイルス感染症による経験を踏まえた、感染症や災害等への
対策という視点についても、引き続き必要となっています。 

こうした施策を⽀える社会福祉基盤として、各サービスの充実を図るとともに
効果的な運営をしていくことも⾮常に重要になっています。 

本市においても、住⺠が主体となって多様な地域活動を展開する中で培ってき
た地域のつながりや共働の取組などを⽣かしながら、地域共⽣社会の実現に向け
た取組を推進していくことが求められています。 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

地域包括ケアシステムの姿 

【地域包括ケアシステムとは】 
介護保険制度の持続可能性を維持しなが
ら、⾼齢者が可能な限り住み慣れた地域で
⾃分らしい暮らしができるよう、⼼⾝の状
態や⽣活環境の変化に応じて「住まい」、
「医療」、「介護」、「介護予防」、「⽣活⽀
援」の5つの要素を「組み合わせて」、「切れ
⽬なく」提供していく体制 
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３ ＳＤＧｓの視点 

ＳＤＧｓ（Sustainable Development Goals）とは、国連サミット（2015年9
⽉）において採択された国際⽬標です。17のゴール（⽬標）が設定され、現在、
世界各国が2030年の⽬標達成に向けて取組を進めています。 

本市は、2018年6⽉に内閣府からＳＤＧｓ達成に向けた取組を先導的に進めて
いく⾃治体「ＳＤＧｓ未来都市」に選定されています。 

本計画においても、⾼齢者福祉に関する課題に対応するに当たってＳＤＧｓの
視点を踏まえて取り組んでいきます。 

  
 ＜本計画と関連が深い⽬標＞ 

アイコン 説明 アイコン 説明 
 1 貧困をなくそう 

あらゆる場所のあらゆる形態の貧
困を終わらせる 
 
 

 10 ⼈や国の不平等をなくそう 
国内及び各国家間の不平等を是正
する 
 
 

 2 飢餓をゼロに 
飢餓を終わらせ、⾷料安全保障及
び栄養改善を実現し、持続可能な
農業を促進する 
 

 11 住み続けられるまちづくりを 
包摂的で安全かつ強靱（レジリエ
ント）で持続可能な都市及び⼈間
居住を実現する 

 3 すべての⼈に健康と福祉を 
あらゆる年齢のすべての⼈々の健
康的な⽣活を確保し、福祉を促進
する 
 

 13 気候変動に具体的な対策を 
気候変動及びその影響を軽減する
ための緊急対策を講じる 
 

 4 質の⾼い教育をみんなに 
すべての⼈に包摂的かつ公正な質
の⾼い教育を確保し、⽣涯学習の
機会を促進する 
 

 17 パートナーシップで⽬標を達
成しよう 

持続可能な開発のための実施⼿段
を強化し、グローバル・パートナ
ーシップを活性化する 
 

 ８ 働きがいも経済成⻑も 
包摂的かつ持続可能な経済成⻑及
びすべての⼈々の完全かつ⽣産的
な雇⽤と働きがいのある⼈間らし
い雇⽤（ディーセント・ワーク）
を促進する 
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II 計画の概要 
 

１ 計画の位置付け 

本計画は、⽼⼈福祉法第20条の8の規定に基づく「市町村⽼⼈福祉計画」と、
介護保険法第117条の規定に基づく「市町村介護保険事業計画」とを⼀体化し、
共⽣社会の実現を推進するための認知症基本法（以下、「認知症基本法」という。）
第13条の規定に基づく「市町村認知症施策推進計画」も含めたものです。 

また、市の上位計画である「豊⽥市総合計画」や関連計画、国・愛知県との整
合性を図るとともに、前計画である「第8期⾼齢者保健福祉計画・介護保険事業計
画」の成果等を踏まえて策定しました。 

 
 

図表1 - 2 計画の位置付け 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

２ 計画の対象 

本計画の対象者は、市⺠及び介護保険の被保険者であり、主に65歳以上の⾼齢
者が対象です。 
 
  

 

・豊⽥市地域福祉計画・地域 
福祉活動計画 

・豊⽥市在宅医療・福祉連携 
推進計画 

・健康づくり豊⽥21計画  等 

第9期愛知県⾼齢者福祉保健医療計画 

第9期愛知県地域保健医療計画 

豊⽥市 
総合計画 

第9期 
豊⽥市⾼齢者保健福祉計画 
・介護保険事業計画 
※認知症施策推進計画を包含 

社会福祉法、⽼⼈福祉法、介護保険法  

認知症基本法等 

愛
知
県  

国  

豊
⽥
市  
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３ 計画の期間 

介護保険事業計画は介護保険法第117条第1項により、3年を1期とすると定めら
れています。したがって、本計画については、2024年度から2026年度までの3か
年を計画期間とします。 

なお、⼈⼝、要⽀援・要介護認定者（以下「認定者」という。）の数、介護保険
料等については、国の基本指針に基づき、団塊ジュニアの世代（1971〜1974年
⽣まれ）が後期⾼齢者となる2050年を⾒据えるなど、中⻑期的な視点を持って策
定しています。 

 
４ 計画の策定⽅法 

（１）豊⽥市社会福祉審議会 ⾼齢者専⾨分科会 

⾼齢者保健福祉事業及び介護保険事業の運営については、幅広い関係者の協⼒
を得て、本市の実情に応じたものとすることが求められます。このため、学識経
験者、医療関係者、保健福祉事業関係者、関係団体、公募市⺠による「豊⽥市社
会福祉審議会 ⾼齢者専⾨分科会」において、計画策定に係る審議を⾏いました。 

 

（２）市⺠等のニーズ把握 

計画の策定に当たって、在宅介護⽀援のニーズ、医療・介護・住まい・⽣活⽀
援・介護予防に関する⽀援・サービスの実態、その在り⽅に関する意⾒等を把握
するために、2022年9⽉から10⽉まで、⾼齢者、介護保険の認定者等、介護サー
ビス事業所、ケアマネジャーを対象に「豊⽥市⾼齢者等実態調査」を実施しまし
た。 

また、豊⽥市⾼齢者等実態調査の結果を踏まえ、より具体的な意⾒を施策や事
業の⽴案の参考とするために、地域会議を始め、市⺠や関係団体等から様々な機
会を捉え、幅広く意⾒聴取しました。 
 

図表1 - 3 意⾒聴取団体等 

地域会議、市⺠、⾼齢者、要⽀援者、要介護者とその家族、介護サービス事業所、介護職
員、ケアマネジャー、区⻑会、⺠⽣委員児童委員協議会、⾼齢者クラブ、市⺠活動団体
（介護予防講座、芸能披露、有償ボランティア）、傾聴ボランティア、ファミリー・サービ
ス・クラブ、市⺠活動実践者、認知症地域⽀援推進員、介護サービス相談員、若年性認知
症本⼈・家族会、介護サービス機関連絡協議会（ケアマネ部会）、居宅介護⽀援事業所、地
域包括⽀援センター、⺠間企業、⾃治体、⼤学関係者、中学校の先⽣・⽣徒 

 
  



第１章 計画の策定に当たって 

5 

３ 計画の期間 

介護保険事業計画は介護保険法第117条第1項により、3年を1期とすると定めら
れています。したがって、本計画については、2024年度から2026年度までの3か
年を計画期間とします。 

なお、⼈⼝、要⽀援・要介護認定者（以下「認定者」という。）の数、介護保険
料等については、国の基本指針に基づき、団塊ジュニアの世代（1971〜1974年
⽣まれ）が後期⾼齢者となる2050年を⾒据えるなど、中⻑期的な視点を持って策
定しています。 

 
４ 計画の策定⽅法 

（１）豊⽥市社会福祉審議会 ⾼齢者専⾨分科会 

⾼齢者保健福祉事業及び介護保険事業の運営については、幅広い関係者の協⼒
を得て、本市の実情に応じたものとすることが求められます。このため、学識経
験者、医療関係者、保健福祉事業関係者、関係団体、公募市⺠による「豊⽥市社
会福祉審議会 ⾼齢者専⾨分科会」において、計画策定に係る審議を⾏いました。 

 

（２）市⺠等のニーズ把握 

計画の策定に当たって、在宅介護⽀援のニーズ、医療・介護・住まい・⽣活⽀
援・介護予防に関する⽀援・サービスの実態、その在り⽅に関する意⾒等を把握
するために、2022年9⽉から10⽉まで、⾼齢者、介護保険の認定者等、介護サー
ビス事業所、ケアマネジャーを対象に「豊⽥市⾼齢者等実態調査」を実施しまし
た。 

また、豊⽥市⾼齢者等実態調査の結果を踏まえ、より具体的な意⾒を施策や事
業の⽴案の参考とするために、地域会議を始め、市⺠や関係団体等から様々な機
会を捉え、幅広く意⾒聴取しました。 
 

図表1 - 3 意⾒聴取団体等 

地域会議、市⺠、⾼齢者、要⽀援者、要介護者とその家族、介護サービス事業所、介護職
員、ケアマネジャー、区⻑会、⺠⽣委員児童委員協議会、⾼齢者クラブ、市⺠活動団体
（介護予防講座、芸能披露、有償ボランティア）、傾聴ボランティア、ファミリー・サービ
ス・クラブ、市⺠活動実践者、認知症地域⽀援推進員、介護サービス相談員、若年性認知
症本⼈・家族会、介護サービス機関連絡協議会（ケアマネ部会）、居宅介護⽀援事業所、地
域包括⽀援センター、⺠間企業、⾃治体、⼤学関係者、中学校の先⽣・⽣徒 

 
  



Ⅱ 計画の概要 

6 

５ 計画の進捗管理 

本計画の推進に向けて「ＰＤＣＡサイクル（ＰＬＡＮ（計画）→ＤＯ（実施）
→ＣＨＥＣＫ（評価）→ＡＣＴＩＯＮ（改善）」に基づき、効果的な計画の進捗管
理を⾏います。また、事業の進捗を客観的に管理（評価）できるよう、以下の指
標を設定します。 

 
・本市の⾼齢者福祉・介護保険施策全般の取組成果をはかるための「総合指標」 
・各重点施策の達成状況をはかるための「成果指標」 
・個別の事業の取組状況をはかるための「活動指標」 
 
この3つの指標に対する実績を確認し、計画の進捗評価を⾏い、事業を⾒直しな

がら本計画を推進します。また、これらの評価結果等については情報公開し、継
続的に市⺠や関係機関のニーズを把握するよう努めていきます。 

 
図表1 - 4 計画の進捗管理と評価 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

豊⽥市社会福祉審議会 
⾼齢者専⾨分科会 

○計画の進捗管理・評価 
○計画の策定及び⾒直し 
○介護保険事業の運営管理 

（報告・協議） （審議内容の反映） 

ＰＬＡＮ 

ＤＯ 

・事業のメニュー化 
・具体的な⽬標の設定 

ＣＨＥＣＫ 

ＡＣＴＩＯＮ 

・予算の確保 
・事業の具体化 

・⾃⼰評価の実施 

・計画の改善 
・事業の⾒直し 
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第２章 豊⽥市の⾼齢者を取り巻く状況 
 

I 豊⽥市における⾼齢者の現状 
１ ⾼齢者の現状 

（１）⼈⼝・⾼齢者数の推移 

本市の総⼈⼝は、2020年で42万3,084⼈です。2010年以降は、ほぼ横ばいで
推移しています。また、⾼齢者数・⾼齢化率は年々増加しており、2020年で、⾼
齢者数9万8,676⼈、⾼齢化率23.3％となっています。⼀⽅、⽣産年齢⼈⼝は
2005年以降減少しています。 

2020年の⾼齢化率は、愛知県より2.0ポイント、全国より5.3ポイント低い値と
なっています。 
図表2 - 1 総⼈⼝、年齢３区分別⼈⼝の推移 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

出典）豊⽥市︓住⺠基本台帳（2005年以降） 総務省統計局︓国勢調査（2000年以前） 
※ 1995年と2000年は、合併前の７市町村のデータを合算しています（以下、同様）。 
※ 国勢調査の総⼈⼝には、年齢不詳を含みます。 

 
図表2 - 2 国・愛知県との⾼齢化率の⽐較 単位︓％ 

区分 1995年 2000年 2005年 2010年 2015年 2020年 
豊⽥市 9.2  11.1  13.3  16.5  20.9  23.3  
愛知県 11.9  14.5  17.2  20.1  23.5  25.3  
全国 14.5  17.3  20.1  22.8  26.3  28.6  
出典）豊⽥市︓住⺠基本台帳（2005年以降） 総務省統計局︓国勢調査（2000年以前） 

愛知県・全国︓総務省統計局︓国勢調査 
※ ⾼齢化率は、総⼈⼝（年齢不詳を含む）に占める65歳以上⼈⼝の割合  
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